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６５歳解雇裁判とは

２０１１年９

月、日本郵政は

６５歳を超えた

ことを理由に１

万３１６１人の

期間雇用社員を

雇い止め・解雇

しました。２０

０７年の民営化

時に制定した就

業規則で期間雇

用社員が６５歳

を超えた場合は

それ以降の雇用

の更新は行わないという「定年規定」を定めたためです。年齢を理

由とした雇い止め・解雇は納得できないとして 「定年」を定めた就、

業規則の無効と雇い止め・解雇の取り消しを求めているのが郵政非

正規社員の「定年制」無効裁判です。

＜就業規則第１０条＞

第10条 会社が必要とし、本人が希望する場合は、雇用契約を更新するこ

とがある。ただし、雇用契約期間が満了した際に、業務の性質、業務量の

変動、経営上の事由等並びに社員の勤務成績、勤務態度、業務遂行能

力、健康状態等を勘案して検討し、更新が不適当と認めたときには、雇用

契約を更新しない。

会社の都合による特別な場合のほかは、満 歳に達した日以後にお２ 65

る最初の雇用契約期間の満了の日が到来したときは、それ以後、雇用け

く。契約を更新しない。ただし、第 条第１号及び第２号の社員の場合を除2
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高齢者に支えられてきた郵便事業

郵政の職場はこれまでたくさんの高齢者によって支えられてきま

した。公務員だった時代から郵便局ではたくさんの高齢者が働いて

いました。７０歳を超えている人も少なくなく、採用された時に既

に６５歳を超えていた人もいます。とりわけ、郵便事業会社は社員

の約６割が非正規社員です。６５歳を超えている人も１万１０００

人もいます（ 年 月現在 。2011 9 ）

日本郵政がこれほど多くの高齢者を非正規社員として雇用してき

たのは、高齢者でも働ける仕事ということに加えて、低賃金である

ことが大きな理由です。非正規社員の７０％が年収２００万円以下

で家族を養うのは不可能です。若い人を採用したくとも応募してこ

ないのが実情です。

高齢者を安価で便利な労働力として利用してきたのに、働く意欲

も体力もあるのに「６５歳を超えている」というだけで切り捨てる

のは許せません！

６５歳以上の期間雇用社員の割合(2011年度)

日本 郵便事業 郵便局 ゆうちょ かんぽ グループ

郵政 会社 会社 銀行 生命 全体

3,948 151,800 44,800 7,000 3,550 211,098①

306 11,233 1,278 174 258 13,249②

7.8% 7.4% 2.9% 2.5% 7.3% 6.3%③

①全ての期間雇用社員数

②６５歳以上の期間雇用社員数

③期間雇用社員に占める６５歳以上の割合
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だまし討ちの「６５歳雇い止め」

今回、年齢を理由に雇い止め・解雇された人たちは民営化以前か

ら雇用されてきた人たちです。１０年以上も前から働いてきた人も

います。採用された時には「働ける限りできるだけ長く働いてくだ

。」 、 「 」 。さい と言われ ６５歳で 定年 などという話はされていません

職場では６５歳を超えている人が大勢働いていました。勿論、就業

規則には「６５歳定年」等という規定はありませんでした。

日本郵政が就業規則にこうした規定を定めたのは２００９年１０

月の民営化時点です。しかし、その後もこうした規定については期

間雇用社員に周知も説明もしておらず、募集広告はもちろん雇用契

約書にも記載していません。元気ならいつまでも働けると思ってい

たのも当然です。ところが、会社は、２０１１年４月になって急に

６５歳を超えた人については９月以降の雇用の更新は行わないこと

を通知してきたのです。だまし討ちとしか言いようがありません！

高齢者の切り捨ては許せない！

６５歳を超えたといっても元気で働いていた人たちです。働き続

ける意欲も体力も十分にあります。働

かなくては生活できない人も少なくあ

りません。

郵政非正規センター＜ゆい＞が行っ

たアンケート調査によると郵便局の収入

で生活を維持している期間雇用社員が半

数を超えています ６５歳を超えても 働。 「

きたい。働く体力もある 」と答えてい。

まだ元気で

働けるぞ！
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る人は７割を超えています。また、年金が１００万円以下という人

も２割を超えています。雇い止め・解雇はまさに死活問題です。

家計の主たる収入 働く意欲と体力

年金の金額（年額）

35.2%

32.4%

22.7%

4.0%

5.7%

２００万以上

１００万から２００万のあいだ

１００万以下

年金はない

無回答

21.1%

15.4%

7.3%

53.4%あなたの収入

あなたの年金

他の家族の収入

その他

72.1%

9.7%

15.8%

体力も意欲もある

自信はない　無
理だ

働かざるを得ない
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少子・高齢化社会の流れに反する日本郵政

今回の雇い止め・解雇は、期間雇用社員が６５歳を超えた以降の

雇用の更新は原則として行わないと就業規則が定めていることを理

由としています。しかし、こうした規定は違法で、社会の流れに反

します。

①非正規社員の「定年制」は公序良俗に反して違法です。

定年制は終身雇用と年功賃金を前提として初めて合理性が認めら

れる制度です。雇用期間に定めがあり、年功賃金とも縁のない非正

規社員に定年制を設けることはその前提を欠いており合理性がある

とは言えません。

少子・高齢化が急速に進む中で、高齢者の仕事と職場を確保して

いかなくては社会は維持できません。働く体力と意志のある高齢者

の雇用を保障することは社会の要請です。年齢を理由に解雇するの

は社会の流れに反し、企業の社会的責任を放棄するものです。

②雇用対策法や政府の雇用政策基本方針に反します。

。 、雇用対策法は年齢を理由とした採用拒否を禁止しています また

「 」政府の雇用政策基本方針では ６５歳を超えても働ける社会の実現

と「 ７０歳まで働ける企業 の普及・促進を図る」としています。『 』

６５歳を超えたことを理由とする雇用の更新の禁止は、６５歳を

超えている人の採用（雇用の更新）を年齢を理由に一律に禁止する

もので雇用対策法に反しています。さらに、国が１００％株主であ

る「国営企業」が政府の方針を真っ向から否定するようなことを行

うのは許されません。



- 6 -

日本郵政は、雇用の更新は新規採用ではないから雇用対策法には

違反しないとしています。しかし一方で、日本郵政は、非正規社員

（期間雇用社員）のは６ヶ月毎の雇用であって、仮に引き続き雇用

される場合であってもこれまでの雇用契約の継続ではなく、一端終

了して新たに雇用契約を締結するとしています。今まで雇用されて

いたかどうかの違いだけであって、実質的には新規採用と変わりま

。 、せん これまで雇用していた人は６５歳を超えたら雇用できないが

そうでない人はできるというのは矛盾＝詭弁としか言いようがあり

ません。

「６５歳を超えても働きたい」が半数以上

厚生労働省が２０１０年１１月に６０～６４歳の約２万６０００

、「 」人に対して行った調査では ６５～６９歳になっても仕事をしたい

と答えた人が５６ ７％（男性 、女性 ）と半数を超えて. 59.5% 52.3%
.います。さらに 「７０歳以降も仕事をしたい」と答えた人も２８、

７％（男性 、女性31.2%
）います。24.8%

働く理由で最も多いの

が「生活費 （ ）で」 63.8%
次いで「生活費を補う」

（ ）となっており、32.2%
生活していくために働か

なくてはならない実態が

。浮き彫りになっています

６５歳を超えても働ける

社会つくりが求められてい

ます。

仕事をし
たい,
56.7%

仕事をし
たくない,
16.6%

まだ考え
ていない,
26.7%

0.0%
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４割近い企業で６５歳以上でも雇用継続

労働政策研究・研修機構のが２０１１年に行った企業へのアンケート

調査によると６５歳以上の雇用継続を行っている企業は２３．１％、検

討している企業が１２．６％と３５．７％の企業で６５歳を超えても雇

用を継続、若しくは検討しています。特に、運輸業では実施している企

業が３５．９％、検討している企業が３％と半数以上の企業が実施、ま

たは検討しています。日本郵政は、時代の流れに遅れています。



- 8 -

高齢者だけの問題ではありません

政府が 「６５歳を超えても働ける社会の実現」を打ち出してきた、

背景には、急速に進む少子・高齢化社会の現実があります。年金制

度の破綻も危惧されています。このまま少子・高齢化が進めば、将

来は、高齢者一人を現役世代１．５人で支えることになります。し

かし、そんなことは物理的にも経済的にも負担が大きすぎて不可能

です。６５歳で引退ではなく、働く意欲と体力のある人とは共に支

え合っていくことがどうしても必要です。

年齢に関係なく、働く

意欲と体力のある人が働

、ける社会をつくることは

高齢者の生き甲斐だけで

なく、若い世代の人たち

の負担を少なくすること

にもつながります。

「 」非正規社員の 定年制

を廃止する闘いは、高齢

者だけではなく若い世代

の人たちにとっても重要

な闘いです。私たちは、

この裁判を通じて高齢化

社会での高齢者の働く権

利と働き方を問い直して

。行きたいと考えています

若者の雇用を増やすために高齢者の

定年は必要という意見もあります。し

かし、１９７０年代から８０年代にか

けてヨーロッパでは若者の失業率を下

げようと年金の支給開始年齢を６５歳

から６０歳に引き下げ高齢者の引退を

促進しましたが、若者の失業率は下が

らず、年金財政の破綻につながりまし

た。最近の統計でも若者の雇用率が高

い国は高齢者の雇用率も高く、低い国

は共に低いという結果が出ています。

社会全体として見れば、高齢者の雇用

が若者の失業に必ずしもつながらない

。ことはこうしたことからも明らかです
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競合他社を持たず閉鎖社会であったこの会

社が真っ当な会社に変革するのはひょっと

したら、この裁判などで原告や社会に叩か

れる先にあるのではと心底思うのです。

郵便事業会社の６５歳雇い止め・不当解雇

を世間に声を大にして訴えます。幅広い多

くの方に支援をいただき、１万3000人の声

なき声を代弁し、勝利するまで闘います。

突然の６５歳雇止めは、再雇用先を見つけ

るのが困難な私たちにとってはまさに死活

問題です。巨大な組織に「蟷螂の斧」の闘

いを挑みます。ご支援下さい。

私がこの裁判で最も訴えたいことは 「非、

正規」という労働形態の不当性です。名前

だけで働く者を差別する非正規労働を基本

的にはなくさなくてはなりません。

丹羽良子さん
（元・佐野支店）

深尾忠典さん
（元・千葉支店）

向山俊一さん
（元・花見川支店）

根元春海さん

（元・高輪支店）

私たちの闘いに、ご理解と

ご支援をお願いします。
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意欲、体力、能力が十分にある労働者が、

６５歳を超えたという理由だけで働く権

利、生きる権利を否定されるのは絶対に許

。「 」 。せません 異議あり と断固抗議します

大倉ひろさん

(元・三鷹支店)

採用時に定年はないと言われた。ＪＰ統合

失敗の赤字を埋めるためではないか。責任

を取らず、保身と労働弱者いじめばかりし

ている管理者・経営陣こそ辞めるべきだ。

辻 哲夫さん
（元・佐倉支店）

期間雇用社員の「６５歳定年制」で雇い止

めになり、異議を申し立てる一人として、

定年制廃止に向け、後の世代のためにもみ

なさんと一緒に闘います。ご支援をよろし

くお願いします。
濱 穣さん

（元・尼崎支店）



- 11 -

＜「６５歳解雇裁判支える会」への入会のお願い＞

裁判を支えるため 「支える会」への入会をお願いします。、

★年会費（年間）

個人会員 １口 ２０００円（以上）

団体会員 ３口 ６０００円（以上）

★振込先口座 ゆうちょ銀行

口座番号：００１９０－７－７６６３５７

加入者名：６５歳解雇裁判支える会

★連絡先

〒 千代田区外神田 外神田ストーク 号101-0021 6-15-14 502
tel:03-3837-5391 / fax:03-3837-5392 / Email:postunion@pop21.odn.ne.jp

入 会 申 込 書

（ ）入会日 年 月 日 会費 口 円 カンパ 円

お名前（団体名 ：）

ご 住 所：

電話番号： ：Emeil


